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［被災からの復旧］
建設課土木係

☎0943-32-1157

［災害の備え］
協働推進課
安全安心係

☎0943-32-1196

特 集

　

近
年
、
突
発
的
な
豪
雨
が

多
発
し
て
お
り
、
全
国
各
地

で
河
川
の
水
位
上
昇
・
洪
水

に
よ
る
護
岸
や
道
路
の
崩
壊

が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
広

川
町
で
は
、
令
和
元
年
8
月

の
豪
雨
で
道
路
72
か
所
、
河

川
45
か
所
が
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
10
年
前
と
比
べ
る
と

そ
の
差
は
約
1
・
3
倍
で
す
。

　
今
回
の
特
集
で
は
、
被
災

か
ら
の
復
旧
や
災
害
か
ら
身

を
守
る
た
め
の
備
え
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。
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平成 21 年 7 月 令和元年 8 月
河川 道路

豪雨による道路・河川の被害（か所）

31か所
45か所

58か所 72か所
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台風や地震、豪雨などにより、河川や道路などの施設の被
害が発生したら、まずは役場職員が現地の状況を確認しま
す。その後、被災した箇所をどのように復旧するか、どのく
らいお金が必要になるかなどを計算し、その内容を国へ報
告します。国土交通省と財務省による査定が終わったら、町
が建設業者へ工事を発注します。

河川や道路が壊れたら……

コンクリートブロックを積んで、壊れているところを復旧しま
す。

積み上げたコンクリートブロック、舗装を復旧して、道路が
通れるようになりました。

完成 !完成 !完成 !完成 !完成 !

工作物の位置や高さをあらわす「丁張」をかけます。これ
により、工作物の完成形が一目でわかるようになり、スムー
ズに工事することができます。

1

丁
ちょうはり

張
⬆

復旧工事スタート

工作物をつくるために、現場を掘ります。その後、掘った高
さや位置などが設計通りになっているかを確認します。

2

3 4

被災からの復旧
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電話や FAX で情報を受け取る

　防災メールの情報を FAX、電話（音声）で受け
取ることができます。防災行政無線放送を聴くこ
とが難しい人、携帯電話やスマートフォンをお持
ちでない人は、協働推進課安全安心係（☎ 0943-
32-1196）でお申し込みください。

※ �FAX（電話）番号を登録するものですので、申し込
みは FAX（電話機）機器をお持ちの人に限ります。

災害に備える
事前の準備

・�広川町ハザードマップなどで、災害
時の避難経路や避難場所を確認して
おきましょう。

・�非常時に持ち出すものを準備してお
きましょう。

防災情報の入手

　町では、携帯電話やスマートフォン、電話、
FAXで、最新の防災気象情報などを配信していま
す。事前登録・事前申し込みが必要となりますので、
お早めにご登録、お申し込みください。
　福岡県と気象庁が発表する土砂災害警戒情報（土
砂災害への警戒を呼びかける情報）は、テレビや
インターネットで入手できます。

携帯電話、スマートフォンで情報を受け取る

①�登録用アドレス「bousai.hirokawa-town@
raiden.ktaiwork.jp」に空メールを
送信する。または右のQRコード
を読み取り、空メールを送信する。

②�仮登録完了メールを受信後、画面
の指示に従い本登録をする。

※�迷惑メール対策などでメールが届かない場合は、「@
raiden.ktaiwork.jp」からのメールを受信できるよう
に設定してください。

※�メール 1通あたり 1～ 2円のパケット通信料がかか
ります。（使用料は無料）

　避難勧告は 5 月 20 日に廃止されました。
これからは「警戒レベル 4避難指示」で、危
険な場所から避難してください。避難に時間
がかかる高齢者や障がいがある人は、「警戒レ
ベル 3高齢者等避難」で避難してください。

避難指示で必ず避難を

避難所での感染予防

　密集した空間で過ごす避難所では、新型コロナウ
イルスやインフルエンザなどの感染症に感染するリ
スクが高まります。
　町では複数の避難所を開設したり、感染予防に必
要な備蓄物資を確保したりするなどの対策をとって
いますが、より感染リスクを減らすため、皆さんも
感染予防へご協力ください。
▶ 例えば……
・�避難所が過密状態になることを防ぐため、できる
かぎり親せきや友人の家などへ避難する。

・�自宅での安全を確保できる場合は、在宅避難する。

避難行動支援

　高齢者や障がい者などの「要配慮者」のうち、
災害時に自ら避難することが特に困難な人につい
ては、自主防災組織や消防団、行政などの避難支
援関係機関が日ごろから見守り、必要に応じて避
難所への誘導や支援を行います。
　避難行動の支援を必要とする人は、福祉課高齢
者支援係（☎0943-32ｰ1113）へご相談ください。




